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麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
し
た
デ
モ
隊
の
逮
捕
勾
留
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
月
二
十
六
日
午
後
四
時
前
後
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
し
、
渋
谷
駅
付
近
を
歩
い
て
い

た
デ
モ
隊
（
以
下
、
「
デ
モ
隊
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
三
名
が
、
突
如
渋
谷
警
察
署
の
警
察
官
に
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が

発
生
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

一
般
に
我
が
国
に
お
い
て
、
公
道
等
公
の
場
所
に
お
い
て
数
人
の
人
間
が
隊
列
を
組
み
、
プ
ラ
カ
ー
ド
や
風
船
等
、
何
ら

か
の
掲
示
物
を
掲
げ
、
何
ら
か
の
主
張
を
叫
び
な
が
ら
行
進
す
る
等
の
デ
モ
行
為
（
以
下
、
「
デ
モ
」
と
い
う
。
）
を
行
う

際
、
事
前
に
ど
の
様
な
届
出
、
手
続
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
届
出
、
手
続
を
し
な
く
て
も
、
「
デ
モ
」
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
は
あ
る
か
。

三

一
の
届
出
、
手
続
を
せ
ず
に
「
デ
モ
」
を
行
っ
た
場
合
、
ど
の
様
な
罰
則
の
適
用
を
受
け
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

今
回
逮
捕
者
三
名
を
出
し
た
「
デ
モ
隊
」
は
一
の
届
出
、
手
続
を
せ
ず
に
「
デ
モ
」
を
し
て
い
た
の
か
。

五

一
部
報
道
に
よ
る
と
、
「
デ
モ
隊
」
は
事
前
に
渋
谷
警
察
署
警
備
課
長
と
話
し
合
い
を
し
、
「
デ
モ
」
を
行
う
こ
と
を
通

告
し
、
合
意
を
得
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

六

公
務
執
行
妨
害
の
定
義
如
何
。

一



七

今
回
「
デ
モ
隊
」
の
う
ち
三
名
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
三
名
の
容
疑
は
何
か
。

八

「
デ
モ
隊
」
の
う
ち
逮
捕
さ
れ
た
三
名
が
渋
谷
警
察
署
に
勾
留
さ
れ
た
の
は
十
月
二
十
六
日
の
何
時
か
。

九

三
名
に
弁
護
士
の
接
見
が
認
め
ら
れ
た
の
は
十
月
二
十
六
日
の
何
時
か
。

十

三
名
を
逮
捕
し
、
渋
谷
警
察
署
に
勾
留
し
、
同
署
に
三
名
の
弁
護
士
が
到
着
し
て
か
ら
、
同
署
が
理
由
も
な
く
接
見
を
す

ぐ
に
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


